
介
護
保
険
料
の
納
付
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い

　
介
護
保
険
制
度
は
40
歳
以
上
の
方
に
納
め
て

い
た
だ
く
保
険
料
と
公
費
（
税
金
）
を
財
源
に

運
営
し
て
い
ま
す
。
介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も

安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
社
会
全
体
で
支
え

て
い
こ
う
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

　
一
人
一
人
の
保
険
料
は
介
護
保
険
の
大
切
な

財
源
で
す
。
対
象
の
方
は
次
の
と
お
り
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

▪
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方 

　
医
療
保
険
の
保
険
料
（
税
）
と
合
わ
せ
て
徴

収
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
は
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
算
定
方
法
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。

▪
65
歳
以
上
の
方 

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
納
め
方

は
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
と
普

通
徴
収
（
納
付
書
又
は
口
座
振
替
）
の
２
通
り

に
分
か
れ
ま
す
。

　
65
歳
に
な
る
と
、
ま
ず
「
普
通
徴
収
」
に
よ

る
納
付
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、
対
象
の
方
に
は

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。
そ
の
後
、
年
金
の
年

間
支
給
額
が
18
万
円
以
上
の
方
は
自
動
的
に

「
特
別
徴
収
」
へ
移
行
し
ま
す
。

　
普
通
徴
収
の
対
象
の
方
で
、
口
座
振
替
を
希

望
さ
れ
る
場
合
は
、手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
注
意
点 

　
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
始
ま
る
ま
で
の
期
間

は
前
述
の
と
お
り
普
通
徴
収
で
の
納
付
と
な
り

ま
す
の
で
、
納
付
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23‐
３
２
１
７

23‐
３
５
４
５

【
質
問
】

　

要
介
護
認
定
申
請
か
ら
認
定
結
果
が
出

る
ま
で
の
期
間
は
短
縮
さ
れ
る
の
か
？

【
回
答
】

　

認
定
審
査
会
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、

各
市
町
村
の
会
場
に
て
行
わ
れ
ま
す
が
、

認
定
審
査
案
件
を
広
域
連
合
に
て
一
括
し

て
取
り
ま
と
め
、
各
市
町
村
で
開
催
さ
れ

る
認
定
審
査
会
へ
割
り
振
る
こ
と
に
よ

り
、
直
近
の
日
程
で
の
審
査
が
可
能
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
認
定
結
果
ま
で

の
期
間
が
数
日
程
度
短
縮
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
ま
す
。

※
た
だ
し
、
認
定
審
査
会
に
必
要
な
資
料

（
調
査
員
の
記
入
す
る
調
査
票
、
主
治
医
の

記
入
す
る
主
治
医
意
見
書
）
を
そ
ろ
え
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
期
間
に
は
ば
ら
つ
き

が
あ
り
ま
す
。

▼
東
三
河
広
域
連
合
介
護
保
険
準
備
室

☎（
０
５
３
２
）26‐
８
４
６
０

「
東
三
河
広
域
連
合
か
ら
お
知
ら
せ
」

～
介
護
保
険
統
合
に
関
す
る
Q  
＆
A  
～
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